
第２部第６章第４節「賃貸借の存続期間」 
 

【表】期間の定めのある借家契約の更新と終了（条数は借地借家法） 

 

 

 
 

存続期間の満了

合意による更新
（29条2項）

借家人から更新
拒絶の通知あり

（26条）

契約終了

建物賃貸人から
更新拒絶の通知
あり（26条）

正当事由（28
条）あり

契約終了

借家人の使用継
続（26条2項）

建物賃貸人の異
議あり

正当事由（28
条）あり

契約終了

正当事由（28
条）なし

法定更新

建物賃貸人の異
議なし

法定更新

正当事由（28
条）なし

法定更新

更新拒絶の通知
なし

法定更新


